
  

高
齢
者
虐
待
と
は
？

　

家
族
や
親
族
な
ど
、
主
と
し
て
高

齢
者
と
何
ら
か
の
人
間
関
係
に
あ
る

者（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
施

設
の
職
員
な
ど
を
含
む
）が
、
高
齢

者
に
対
し
て
、
心
身
に
深
い
傷
を
負

わ
せ
た
り
、
基
本
的
な
人
権
の
侵
害

や
尊
厳
を
奪
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　　

高
齢
者
虐
待
は
、
次
の
５
つ
の
類

型
に
定
義
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
身
体
的
虐
待

　

た
た
く
、
け
る
、
つ
ね
る
、
無
理

や
り
食
事
を
口
に
入
れ
る
、
や
け
ど
、

打
撲
な
ど
の
暴
力
行
為
や
ベ
ッ
ド
に

縛
り
付
け
た
り
、
意
図
的
に
薬
を
過

剰
服
用
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
身
体
の

自
由
を
奪
う
こ
と

②
経
済
的
虐
待

　

高
齢
者
の
年
金
や
預
貯
金
を
勝
手

に
使
っ
た
り
、
財
産
を
無
断
で
売
却

し
、
高
齢
者
か
ら
不
当
に
利
益
を
得

る
こ
と

③�

介
護
・
世
話
の
放
棄
・
放
任（
セ

ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
）

　

高
齢
者
本
人
に
必
要
な
介
護
や
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
さ
せ
な
い
、
水

分
や
食
事
を
十
分
に
与
え
な
い
、
衛

生
状
態
が
悪
い
な
ど
の
劣
悪
な
環
境

で
生
活
さ
せ
る
こ
と

④
心
理
的
虐
待

　

怒
鳴
る
、
の
の
し
る
、
悪
口
を
言

う
、
無
視
す
る
、
子
ど
も
扱
い
を
す

る
、
排
せ
つ
な
ど
の
失
敗
に
対
し
て

高
齢
者
に
恥
を
か
か
せ
る
な
ど
、
精

神
的
、
情
緒
的
な
苦
痛
を
与
え
る
こ

と⑤
性
的
虐
待

　

排
せ
つ
の
失
敗
の
罰
と
し
て
、
下

半
身
を
裸
に
し
て
放
置
し
た
り
、
合

意
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
性
的
な

行
為
や
そ
の
強
要
を
す
る
こ
と

  

高
齢
者
虐
待
の
現
状

　

本
市
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
に
関

す
る
相
談
・
通
報
件
数
は
、
平
成
19

年
度
に
24
件
、
平
成
20
年
度
に
23
件

あ
り
ま
し
た
が
、
潜
在
的
な
ケ
ー
ス

は
か
な
り
の
件
数
に
な
る
と
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

実
際
に
虐
待
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス

で
多
い
も
の
は
、
身
体
的
虐
待
と
経

済
的
虐
待
が
、
半
分
以
上
を
占
め
て

い
ま
す
。

　

介
護
負
担
増
に
よ
る
日
常
生
活
へ

の
支
障
や
、
リ
ス
ト
ラ
な
ど
に
よ
る

経
済
的
不
安
な
ど
か
ら
、
虐
待
へ
と

発
展
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
り
、
ど
こ
の

家
庭
で
も
起
こ
り
う
る
身
近
な
問
題

で
す
。

  

本
市
の
取
り
組
み

　

本
市
で
は
、
地
区
民
生
委
員
・
地

区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
・
社
会
福

祉
協
議
会
・
県
司
法
書
士
会
な
ど
36

団
体
で
構
成
す
る「
高
齢
者
虐
待
防

止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
」を
昨
年

11
月
に
発
足
し
、
高
齢
者
の
虐
待
予

防
と
早
期
発
見
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
調

整
機
関
と
な
り
各
機
関
と
連
携
・
協

力
し
て
高
齢
者
虐
待
の
支
援
・
対
応

に
つ
い
て
個
別
の
ケ
ー
ス
会
議
を
開

催
し
、
協
議
し
て
い
ま
す
。

❽広報薩摩川内　2009.6.102009.6.10　広報さつませんだい❾

重度心身障害者
医療費助成申請書の提出先が
変わりました。
　川内地域の病院・診療所・歯科診療所・保険薬局を受診された方を対象に、
重度心身障害者医療費助成申請書の提出が、各受診窓口でも提出できるように
なりました（ただし、川内地域以外の医療機関で受診した方や、はりきゅう院・
整骨院を受診された方は、従来通り、本庁高齢・障害福祉課、または、各支所
市民生活課で申請を行ってください）。

重度心身障害者の健康を確保するため、心身に重度の障害のある方が病院
などで診療を受けたときに支払う保険診療費の自己負担分を助成するも
のです。

重度心身障害者医療費
助成制度とは

対 象 と な る 方

手続きに必要なもの

①�身体障害者手帳１・２級所持者
②�知能指数が 35以下と判定された方
③��身体障害者手帳３級程度の障害であって、知能指数が 50以下と判定された障害を重複
している方

▼��身体障害者手帳（療育手帳）または障害を証明する書類、加入健康保険証、本人名義の
預金通帳、印鑑（スタンプ印を除く）

▼��認定されますと、資格者証を交付しますので、医療機関にかかる際に健康保険証と一緒
に提示してください。

❶  受給者が申請書を病院・診療所・歯科診療所・保険薬局に
提出します。

❷  病院・診療所・歯科診療所・保険薬局は、申請書に証明を
します。

❸  市から委託を受けた事業所が回収し、市へ提出します。

■問合先＝本庁高齢・障害福祉課障害福祉グループ(内線2171・2181)

■申請窓口＝本庁高齢・障害福祉課および各支所市民生活課

本
庁 

高
齢
・
障
害
福
祉
課

○○○サービス

申
請
書
を
提
出

証
明
後
、

　

回
収
業
者
へ

回
収
し
、市
へ
提
出

受　給　者 病院･診療所・歯科診療所
保険薬局 事　業　所

新しい
申請書の
流れ

高
齢
者 　
　
　

を

　
　

未
然
に
防
止
し
ま
し
ょ
う

　

高
齢
化
が
急
速
に
進
行
す
る
中
で
、
高
齢
者
に
対
す
る
身
体
的
・
心
理
的
虐
待
が
家
庭
や

施
設
な
ど
で
表
面
化
し
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
介
護
保
険
制
度
導
入
後
、
第
三
者
が
家
庭
に
入
る
機
会
が
増
え
て
か
ら
、
高
齢
者

虐
待
は
ま
す
ま
す
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
が
、
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

連　　絡　　先 電話番号 連　　絡　　先 電話番号

本庁地域包括支援室 内線 2191 〜
2196 はまかぜ園　　　　（西方町） 0996(28)1031

白寿園　　　　　（中福良町） 0996(23)4488 樋脇在宅介護支援センター　
　　　　　　（樋脇町市比野） 0996(38)2345

幸せの里　　　　　（永利町） 0996(27)1120 東郷在宅介護支援センター　
　　　　　　　（東郷町斧渕） 0996(42)2102

わかまつ園　　　　（高江町） 0996(25)2690 入来在宅介護支援センター　
　　　　　　（入来町浦之名） 0996(44)5088

あじさい　　　　（横馬場町） 0996(25)2225 のぞみ園　（祁答院町藺牟田） 0996(56)0332

川内医師会　　　（大小路町） 0996(22)8101 里在宅介護支援センター
　　　　　　　　　（里町里） 09969(3)2880

グリーンライフ川内（宮内町） 0996(20)3700 上甑在宅介護支援センター　
　　　　　　　（上甑町中甑） 09969(6)1222

福和園　　　　　（御陵下町） 0996(20)1037 鹿島園　　　（鹿島町藺牟田） 09969(6)4831

長生園　　　　　（大小路町） 0996(21)1250 甑島敬老園　　（下甑町長浜） 09969(5)1751

＊通報された方が特定されないように秘密は固く守ります。安心して、まずはご連絡ください。

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら
…
ま
ず
は
ご
連
絡
を
！




